


















口 答 書

再質問 1

「新規質問 2」 の「2021年度上半期までの業務改善計画の進捗状況」について、計

画に掲げた項 目ごとの実施状況と達成状況を具体的に教えてください。
また、その到達点を踏まえて、業務改善、組織改革、信頼回復がどの程度進んで

いると自己評価 されていますか。教えてください。

【回 答】
○業務改善計画に掲げた主な項目ごとの実施状況と達成状況は以下のとおりです。
(2021年 9月 末時点)

◇法令等遵守体制の抜本的強化ならびに法令等遵守を重視する健全な組織風土の

醸成

① 「コンプライアンス委員会」、「コンプライアンス推進室」の新設
・2020年 4月 にコンプライアンス委員会を新設し、これまでに 12回 開催してお

り、コンプライアンス推進計画や業務改善計画の進捗状況等について、審議 。

承認を行つています。
・コンプライアンス推進室は、コンプライアンス意識の醸成 。徹底を目的に、コ

ンプライアンス推進計画の策定やコンプライアンス委員会の運営、コンプライ
アンスに係る研修、グループ会社も含めた各種啓発ツールの企画、作成、配信
等に、継続して取り組んでいます。

② 問題事象発生時の報告体制の整備
・役員、従業員および社外の関係者からの内部通報 。相談の仕組みについて、相

談内容に応 じた専門弁護士を配置 し、コンプライアンス上問題 となる事象につ

いて、役員 。従業員の報告を義務化する等、内容の充実を図 りました。 (2020年
6月 29日 )

③ 役員の率先実行、役員および従業員の行動規範の確立
・改革を進めるにあた り、社長から全てのステークホルダーのみなさまに対する

宣誓を行い (2020年 3月 30日 )、 その後、他の役員についても創生に向けた宣誓
を行い社内共有 しました。 (2020年 12月 11日 )

。また、2020年 4月 以降、役員は、従業員 とのコミュニケーションを、繰 り返 し

継続 して実施 してお り、その浸透を図つています。社外役員 も、メンセ~ジの

発信や従業員 との対話に取 り組んでいます。

④ コンプライアンス推進に係る基本方針等の網羅的な見直し
。新たな「経営理念」 と、コンプライアンスを主要な要素と位置づけた「関西電
カグループ行動憲章」を策定しました。

・2019年 12月 に 「贈答および接待の取扱いに関する規程」 を制定し、贈答接待
を受ける場合のルールを策定しました。また、2021年 4月 に、贈答・接待を行
う場合のルールについても定め、適切に実施しています。
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⑤ コンプライアンス等に係 る トレーニング、研修の強化
。役員については、2020年 9月 に企業不祥事に関する研修を実施 したほか、コン

プライアンス委員会からの提言を踏まえて トレーニングを強化 し、コンプライ

アンス・ガバナンスに関する研修を 2020年 12月 、2021年 4月 、7月 に実施 し

ました。
・従業員については、2021年 3月 以降、コンプライアンス委員会の社外委員監修

のもと、コンプライアンスについて能動的に考える討議型の研修を全社で実施

しました。

◇工事の発注・契約に係る業務の適切性および透明性を確保するための業務運営体制

の確立

① 実施権限と契約権限の分離
。工事の発注 。契約等に係る牽制機能強化のため、工事等所管部門が有している

契約権限を、事務用品の購入やシステム開発等の高度に専門性の高い委託業務

等を除き、調達部門に移管しました。(2020年 6月 25日 )

② 「調達等審査委員会」の新設
・2020年 4月 に調達等審査委員会を新設 し、これまでに 8回開催 しています。子

会社を含めた個別案件 (調達、寄付金)の審査等を行い、その審議結果につい

て、補足 。解説を加え、社内ポータルサイ トに掲載 。周知 し、再発防止に取 り

組んでいます。
・特定の個人や企業の不当な要求に応 じ、工事の発注・契約手続き等を進めると

い う不適切な運用を禁止するために、社内規定を制定 し、 eラ ーニングの実施

等により、理解向上に取 り組んでいます。

◇新たな経営管理体制の構築

① 外部の客観的な視点を重視 した実効的なガバナンス体制の構築

・2020年 6月 に指名委員会等設置会社へ移行 し、取締役会および指名委員会、報

酬委員会、監査委員会の法定 3委員会は、それぞれ過半数の独立社外取締役か

ら構成することに加え、取締役会議長および法定 3委員会の委員長は独立社外

取締役がそれぞれ担つています。
。また、指名委員会等設置会社への移行を含め、実効的なコーポレー トガバナン

スに資する考え方や方針を示 した、コーポレー トガバナンス・ガイ ドラインを

策定 しま した (2020年 6月 25日 )。 2021年 6月 には、「社長のあるべき姿像」

の確認や相談役の廃止等を織 り込み、コーポレー トガバナンス・ガイ ドライン

を見直 しました。

② 原子力事業本部に対する実効的なガバナンス体制の構築

・健全なガバナンスの効いた組織、風通 しの良い組織になるよう、原子力事業本

部に常駐する職位 として、コンプライアンスと管理部門を所管する本部長代理

を設置 しま した。また、監査委員会スタンフとして、原子力事業本部に常駐す

る監査特命役員を任命 し、本部への監督、監査機能を強化 しました。 (2020年 6

月 25日 )
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③ 原子力事業本部の風通 しの良い組織の創生に向けた取組み
。福井県美浜町所在の原子力事業本部にて取締役会を開催 しました。 (2020年 9

月 28日 )

・同日、社外取締役は、原子力事業本部の幹都 との懇談 。従業員 との対話を行い

ました。

○その到達点を踏まえて、業務改善、組織改革、信頼回復の状況にかかる自己評価

のご質問については、業務改善計画に掲げた取組みは全ての項 目に着手、実行す

ることができたと考えてお り、「信頼回復の取組みに終わ りはない」との認識の

下、引き続き各取組みを継続 し、着実に進めてまい りたいと考えてお ります。

再質問 2
「新規質問 4」 で、スマー トメーターのデータ活用について、「同ラボや国の「電力

データ活用の在 り方検討会」等が連携 しながら、検討が進められるものと認識」等

の回答をいただきました。そこで、改めてお尋ね します。

①私たちが提示した「データが流出する危険はないのか、利用者が自らのデータを

提供するか否かを選択することはできるのか」との懸念に姑して、貴社自身として

は、どのように受け止められましたか。教えてください。

②、「同ラボや国の「電カデータ活用の在り方検討会」等が連携しながら、検討が進

められる」に際して、私たちの懸念が解消するように貴社としてご努力いただけま

すか。教えてください。

【回 答】
「電カデータ活用の在り方検討会」での検討状況を踏まえ、下記のとおり

答いた します。

①ご懸念は理解いた しますが、「データが流出する危険」に関しましては、個別のお

客さまの電カデータ (個人データ)をデータ利用者に提供する業務を行 うことと

なる団体 (認定協会)が、改正電気事業法 (2022年 4月 施行)の定めにもと

づき、国の認定を受けることとされてお ります。当該認定を受けるにあた り、情

報セキュリティを確保できているかも含めた認定基準 とするよう検討が進められ

ていると認識 してお り、データ流出の危険の低減が図られるものと受け止めてお

ります。

また、個別のお客さまの電カデータをデータ利用者に提供する際は、個人情報

保護法に基づきお客さまの同意が必要とされてお り、ご指摘の 「データを提供す

るか否かを選択することができる」仕組みを前提に検討が進められていると認識

してお ります。

②貴団体の懸念事項につきましては、上記のとおり、情報セキュリティの確保や利

用者の同意を前提とした仕組みの構築が図られると認識しておりますが、弊社と

しても、同ラボの出資者である関西電力送配電が、コンプライアンスに反した形

で事業活動を進めることのないよう、親会社として適切に指導、助言、監督して

まいりたいと考えております。
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再質問 3

【回 答】
①ご質問内容に記載いただいております「もともとの契約期間は志賀原発 2号機が

運転した06年 3月 から15年間だつたという」との内容については事実となりま

す。

②ご質問内容に記載いただいております 「関電は日本原子力発電 (原電)と も敦賀

原発 2号機 (福井県)の発電力の 3割を受電する契約をしている」との内容です

が、当社の受電比率は、正式には 38%と 定められております。

③記載頂いた内容は当社が公表しているものではなく、コメントする立場にござい

ません。個別の契約に関する詳細は差し控えさせていただきます。

④日本原子力発電株式会社との間で「必要かつ適切な範囲で契約等を実施してい

く」としておりますのは、事業運営における同社の重要性などを総合的に評価し

た結果です。

なお、契約期間等、個別の契約に関する詳細は差し控えさせていただきます。
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「新規質問 6」 「新規質問 7」 に関連してお尋ねします。

①北陸電力志賀原子力発電所からの受電契約について、2021年 7月 15日 東京新聞

朝刊記事に「もともとの契約期間は志賀原発 2号機が運転した 06年 3月 から 15

年間だつたという」とあります。これは事実でしょうか。教えてください。

②2021年 7月 15日 東京新聞朝刊記事に「関電は日本原子力発電 (原電)と も敦賀

原発 2号機 (福井県)の発電力の 3割を受電する契約をしている」とあります。

これは事実でしょうか。教えてください。

③日木原子力発電がvebサイ トで公表している第60期～第63期 の有価証券報告書

には、電力の販売先が掲載されています。それによると、2015～ 19年度に日本原

子力発電が貴社から受け取つた販売電力料は以下の通りです。これは事実でしょ

うか。教えてください。

販売電力料 (百万円) 総販売実績に対する比率

2015年爆蓋 23,199 20.6%

2016年度 21,238 19,9%

2017年度 18,040 16.3%

2018年度 19,399 17.7%

2019年度 18,885 19,7%

④貴社は 2011年度以降発電実績がない北陸志賀原子力発電所との契約を終了する

一方、2011年 5月 8日 以降発電実績がない日本原子力発電所との契約について

は、「必要かつ適切な範囲で契約等を実施していく」と回答されました。2つの契

約について判断が異なる理由について教えてください。



再質問 4

「新規質問 8」 に関連 して、原子力発電所の新規制基準対応に係 る原子炉設置変更

許可申請書に記載 されている 「変更の工事に要する資金の額」について、ユニッ ト

毎の最新の額を教えてください。

【回 答】

現時点で、当社原子力発電所の新規制基準対応に係 る原子炉設置変更許可申請書

に記載 している 「変更の工事に要する資金の額」は、合計で約 1兆 695億 円であ

り、発電所毎の内訳は下表のとお りとなります。

なお、原子炉設置変更許可申請において、共用設備 (例 :1号、 2号、 3号及び

4号炉共用)の 「変更の工事に要する資金の額」をユニット毎 (号機毎)に分割 し

てお りません。従つて、ユニッ ト毎の内訳を記載できませんので、ご了承 くださ

ヤ ｀
。

<黍考 :発電所別の安全紺策費 >
設 日

総 額 特重以外 特  重

美浜 3号 2 400億 円 1 651億 円 749億 円

高浜

1,2号
5 467億 円 2404億 円3

9704億円

3,4号 1 257億 円

小 計 5 4674億円 3 2404億 円 2,227億 円

大飯 3,4号 2 830億 円 1 323億 円 1 507億 円

合計 10,695億 円 6, 2121億 円 4 483億 円

※四捨五入の関係で小計・合計 と一致 しないことがある。

※ 「特重」とは、特定重大事故等対処施設のこと。

再質問 5

「新規質問 9」 に関連して、お尋ねします。

①新型コロナウイルス感染症に射する姑応として、消費者向けに行つている対応

の現状 (例 :電気・ガス料金の特別措置の内容と現在の対象人数など)を教え

てください。

②貴社のプレスリリースでは、貴社の原子力発電所で新型コロナウイルス感染者

が発生していることが随時伝えられています。
。2021年上期までの感染者数を原子力発電所別・発生年月別に教えてくださ

セ ｀
。

・原子力発電所での感染防止対策について教えてください。

・コロナ感染者の発生が原子力発電所の運転、点検等に及ばしている影響につ

いて教えてください。

【回 答】
①新型コロナウイルス感染症に姑する姑応につきましては以下のとおりとなりま

す。
○当社では、電気 。ガス料金の支払いに関する特別措置を講じています。
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○具体的には、以下に該当するお客さまを対象に特別措置を講 じています。
。当社 と電気またはガスの需給契約があり、新型コロナウイルス感染症の影響

による休業および失業等で、各都道府県社会福祉協議会から緊急貸付を受けて

いる、または受けようとされてお り、かつ、一時的に電気料金またはガス料金

の支払いが困難な事情があって、当社に特別措置適用の申し出をされたお客さ

ま
。当社 と電気またはガスの需給契約があり、一時的に電気料金またはガス料金の

支払いが困難であると当社が判断 したお客さま

○特別措置を講 じるお客さまに姑 しては、電気料金またはガス料金の支払期 日を、

最長 5ケ月延長致 します。

○特別措置の取 り扱いについては、都度、プレス発表を実施するとともに、ホー

ムページや SNS(Twitter、 Facebook)を 通 して、電気 。ガス料金のお支払い

にお困 りの方のご本目談を承つている旨について、広 くPRを行つています。

○具体的な件数については、回答を差 し控えさせていただきます。

②2021年上期までの感染者数は、下表のとおりです。

原子力発電所での感染防止対策については、 3密 となる場所への出入 り自粛、

チエンクシ~卜 を用いた 日々の健康確認やマスク着用、手指の消毒徹底、 3密作

業の回避など感染予防対策を徹底 してお ります。今後も福井県の県民行動指針や

各地域での感染状況等を踏まえ適切に対応 して参 ります。

また、感染拡大を防ぐために、発電所内で勤務する当社・協力会社社員につい

て、職場環境や居住環境に加 え、発電所までの移動環境における接触可能性につ

いて厳密に管理 し、当該感染者に症状が出た 日から2週間前まで遡つて当該感染

者 と接触 した可能性がある方については発電所への入構を禁止 し自宅等に待機す

る措置をとることとしてお ります。

このような取組みにより、コロナ感染者の発生によつて発電所の運転等に影響

を及ばしたことは現時点ではございませんが、今後も社会情勢や発電所内におけ
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美浜 高浜 大飯 合計

社員 協力会社 社員 協力会社 社員 協力会社 社員 協力会社
ハツR2。 10

R2。 11 4 3 4 3

R2.12 1 8 9

R3.01 1 1

R3.02 1 1

R3.03

R3.04 1 1

R3.05 2 1 3

R3.06 3 3

R3.07 5 3 1 1 1 9

R3.08 11 3 27 1 3 4 41

R3.09 3 4 1 8

R3。 10 1 1

合計 5 24 3 38 2 17 10 79



る感染拡大の可能性、保健所からの指示等を踏まえ、適切に対応してまいりたい

と思います。

追加質問 1

原子力発電所のテロ (サイバーテロを含む)対策について、概要を教えてください。

【回 答】

原子力発電所への侵入、サイバー攻撃、内部脅威者対応等については、原子炉等

規制法等に基づ く設備上の対応を講 じてお り、これ らを確実に運用することによ

り、事象発生の未然防止を図るとともに、発生 した場合には治安機関との適切な連

携により対処 します。

具体的には、侵入者を早期検知 し治安機関に速やかに通報を行い、できるだけ侵

入を遅延 させ、治安当局が侵入者を制圧する時間が確保できるようにするため、国

際原子力機関(IAEA)の勧告を取 り入れた国内基準に基づいて、物的障壁、監視装置

や入退域管理など、防護対策を行つています。

また、サイバーテロを含む不正アクセス行為を防止するため、原子炉施設および

特定核燃料物質の防護のために必要な設備等の操作に係 る情報システムが、電気通

信回路を通 じた不正アクセス行為を受けることがないように、当該情報システムに

姑する外部からのアクセスを遮断する設計としています。個別の契約に関する詳細

は差 し控えさせていただきます。
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追力日質問 2

【回 答】

①2020年度の自由化部門の収支については、以下の要因などで悪化したものと考え

ています。
・新型コロナウイルス感染症の影響により、規制部門に比べて自由化部門である業

務用や産業用などの販売電力量が大きく減少したこと
。原子力利用率の低下による燃料費の増加が生じたが、相対的に販売電力量が多い

自由化部門の費用が増大したこと

一方、規制部門の収支については、以下の要因などで改善したものと考えてい

ます。
・自由化部門に比べて販売電力量が少なく、原子力利用率の低下による燃料費の増

加等の影響を受けにくいことや財務収益の改善などがあつたもの

なお、その他部門収支については、特別損失の減により改善しております。
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貴社が公表 されている「関西電力の経営概況 2021年 7月 」の「3-1。 2020年

度部門収支の算定結果」に、「部 F日 別収支を算定 した結果、当期純損益は、特定需要

部門 (規制部門)が 321億円、一般需要部門 (自 由化部門)が▲46億円とな りまし

た」とあります。

資源エネルギー庁の 「部門別収支について」

https://―.enecho.meti.go.jp/categOry/electricity_and_gas/electric/fee/r

evision/departmentalization/ の資料に基づき、貴社の過去 3年間の部門別収

支の結果をまとめると以下の通 りです。

(単位 :億円、億円未満切 り捨て)

特定需要部門

(規制部門)

一般需要部門

(自 由化部門)

その他部門

(附帯・事業外)

合計

2020年度 321 ▲ 46 120 395

2019令岳渥筆 109 710 ▲ 28 791

2018年爆差 229 709 ▲ 65 873

①2020年度に特定需要部門 (規制部門)、 その他部門 (附帯・事業外)の収支が改

善した理由、一般需要部門 (自 由化部門)の収支が大きく落ち込んだ理由を教え

て¥く ださい。

②2018年 7月 の料金値下げの原価算定期間 2018年度～2020年度の3カ年平均の料

金原価、前提諸元等に紺する実績について、次表の空欄を埋めて教えてください。

合わせて、2018年の原価設定とその後の実績について、貴社はどのように評価さ

れていますか。教えてください。



②
。原価

2018年値下げ時 3か年平均の実績

総原価

営業費

人件費 1,732 1,759

燃料費 4,160 4,628

修繕費 2,102 1,585

減価償却費 2,410 1,749

購入電力料 2,785 4,536

公租公課 1,589 1,306

その他経費 4,129 6,630

小計 18,906 22,196

事業報酬 1,257 1,256

控除収益 ▲ 982 ▲ 1,718

総原価① (上表計) 19,232 21,734

接続供給託送料② 18 1,906

接続供給託送収益③ ▲ 1,229 ▲ 986

託送料金据え置き影響④ ※ ▲ 56

先行基稼働影響⑤ ※ ▲ 14

小売対象原価⑥=①十②+③十④十⑤ 17,951 22,703

現行料金収入⑦ ※ 18,967

値下げ幅③=⑥一⑦ ※ ▲ 1,017

値下げ率⑨=③/⑦ ※ ▲ 5。 860/0

。原価は四捨工入、実績は切 り捨ての関係で内訳 と合計が合わない場合があります。

・送配電事業分社化前の 2018、 2019年度実績 と、送配電事業分社化後の 2020年度

実績から、3ヵ 年平均の実績を記載 してお ります。

・※印の項 目は原価算定時における内容のため、実績側で対比記載に相当する内容

はございません。

。前提諸元

・小売販売電力量について、原価は自家消費分 (建設工事用・事業用電力)を含ま

ず、実績は同消費分を含んでおります。

○徹底 した効率化の深掘 りなどに伴い費用が減少する一方、再エネ特措法納付金 と

いった料金原価射象外の費用等が実績では計上されることから、総額では実績が

原価を上回つてお ります。
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2018年値下げ時 3か年平均の実績

小売販売電力量 (億 kWh) 1,092 1,110

原子力利用率 (%) 48.8 43.7

原油価格 ($/b) 66.4 61.09

為替 レー ト (円/$) 109.5 109.53

事業報酬率 (%) 2.9 2.9

(参考)エ リア需要 (億 kWh) 1,359 (― )※送配電所管



<参考 :各年度の原価 と実績の差異要因につきましては、経営概況よりご参照くだ

さい>
。2018年度 :先 日ご送付の資料 (2019HP公表)P7
・2019年度 :先 日ご送付の資料 (2020HP公表)P8
・2020年度 :弊社ホームページ掲載資料 P10

以   上
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